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山 梨 市低 入 札 価 格 調 査実 施 要 領 

 

平成２３年 ４月 １日  制  定 

令和 ４年 ４月 １日  最終改正 

 

第１ 目 的  

この要領は、山梨市が発注する建設工事の低入札価格調査の実施に関して、必要な事項

を定めるものとする。  

 

第２ 対象建設工事  

低入札価格調査の対象とする建設工事（以下「対象工事」という。）は、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例（平成１７年山梨市条例第４

６号）第２条に該当する建設工事及び総合評価落札方式により執行する建設工事とする。 

 

第３ 調査基準価格の設定  

本調査を実施する場合、契約ごとに１０分の７．５から１０分の９．２の範囲内で定め

るものとする。  

 

（１） 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、１００分の１１０を乗じて

得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場

合にあっては、予定価格に１０分の９．２を乗じた額とし、予定価格に１０分の７．５

を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に１０分の７．５を乗じた額とす

る。 

１） 下記《２）、３）以外》  

① 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額  

② 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

③ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額  

④ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額  

２） 電気設備工事、受変電設備工事、通信設備工事、機械設備工事 

① 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額  

② 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

③ 現場管理費と機器間接費の額の和に１０分の９を乗じて得た額 

④ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額  

⑤ 機器費の額に１０分の９．０７を乗じて得た額  

注）機械設備工事、並びに下水道の機械設備工事及び電気設備工事においては、「機

器間接費」 を「据付間接費＋設計技術費」と読み替える。 
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３） 営繕工事（電気設備工事、建築工事、機械設備工事）  

① 直接工事費から現場管理費相当額を減じた額に１０分の９．７を乗じて得た額  

② 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

③ 現場管理費に現場管理費相当額を加えた額に１０分の９を乗じて得た額  

④ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額  

注）現場管理費相当額は、直接工事費に１０分の１を乗じて得た額  

（２） 特別なものについては、（１）の算定方法にかかわらず１０分の７．５から１０分

の９．２の範囲内で契約担当者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。 

 

第４ 予定価格調書への記載  

第３の割合により調査基準価格を設定し、これを予定価格の記載した書面に、記載しな

ければならない。  

 

第５ 入札参加者への周知  

対象工事の入札公告に次の事項を記載し、入札参加者に周知するものとする。  

（１） 低入札価格調査制度を適用していること。  

（２） 調査基準価格を下回る入札を行った者は最低価格入札者（総合評価落札方式適用工

事にあっては評価値の最も高い者（以下「最高評価値者」という。））であっても必ず

しも落札者とならない場合があること。  

（３） 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、低入札価格

調査を行うこと。  

（４） 調査基準価格を下回る入札を行った者は、低入札価格調査に協力すること。  

（５） 調査基準価格を下回る入札を行った者との契約に係る措置に関すること。 

 

第６ 入札の執行  

入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、契約担当者は、入札者に

対して落札決定を保留する旨を告げて、入札を終了する。  

 

第７ 調査の実施  

当該工事の所管課長は、調査基準価格を下回る価格の入札があった場合、その価格によ

っては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについ

て、次の内容について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の低入札価格調査を行

うものとする。ただし、総合評価落札方式における最高評価値者が調査基準価格を上回っ

た入札をして落札者となる場合には調査を実施しない。  

① 入札者から提出された「調査資料」の確認と検討  

② 経営内容、経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会  
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③ 信用状態（法律違反の有無、賃金不払の状況、下請負代金の支払遅延状況）  

④ その他必要な事項  

 

第８ 調査資料の提出  

契約担当者は、第７に定める低入札価格調査を実施することとなった場合には、低入札

調査基準価格を下回り、かつ総合評価落札方式においては落札者決定基準を満たしたす

べての入札者に対して、次の各号に掲げる資料を提出させるものとし、落札決定保留後に、 

調査資料の提出を求める旨通知する。  

調査資料の提出期限は、当該通知日の翌日から起算して３日（山梨市の休日を定める条

例第１条に規定する市の休日を含まない。）以内とし、期限までに提出しない者は失格と

する。  

① 当該価格で入札した理由（提出様式－１）  

② 工事費内訳書（提出様式－２の１）  

③ 内訳書に対する明細書（提出様式－２の２）  

④ 施工体制台帳（提出様式－３）  

⑤ 施工体系図（提出様式－４の１）  

⑥ 下請予定業者等一覧表（提出様式－４の２）  

⑦ 手持ち工事の状況（提出様式－５の１、提出様式－５の２）  

⑧ 配置予定技術者（提出様式－６）  

⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（提出様式－７）  

⑩ 手持ち資材の状況（提出様式－８）  

⑪ 資材購入予定先一覧（提出様式－９）  

⑫ 手持ち機械の状況（提出様式－１０）  

⑬ 労務者の確保計画（提出様式－１１）  

⑭ 工種別労務者配置計画（提出様式－１２）  

⑮ 過去に施工した公共工事名及び発注者（提出様式－１３）  

⑯ 建設副産物の搬出地（提出様式－１４）  

⑰ 安全管理体制（提出様式－１５）＊  

＊提出については、個別案件ごとに定める。  

⑱ 直近の決算時の営業報告書の写し  

 

第９ 調査の結果、適合した履行がされると認めた場合の措置 

当該工事の所管課長が調査の結果、最低価格入札者または最高評価値者の入札価格に

より、契約の内容に適合した工事が確実に履行がされると認めたときは、契約担当者は当

該工事の所管課長の調査の結果及び意見を記載した「低入札価格調査表」を付して、「低

入札価格審査委員会」に諮った上で最低価格入札者を落札者と決定し、直ちに最低価格入
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札者または最高評価値者に対し、落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者に対し

てその旨を知らせるものとする。 

 

第１０ 調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認めた場合の措置  

当該工事の所管課長が調査の結果、最低価格入札者または最高評価値者の入札価格に

よっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、契約担当

者は当該工事の所管課長の調査の結果及び意見を記載した「低入札価格調査表」を付して、

「低入札価格審査委員会」にその意見を求めなければならない。  

 

第１１ 低入札価格審査委員会の設置及び審査並びに意見  

（１） 第７に規定する低入札価格調査の結果をもとに、最低価格入札者と契約するか

否かを審査し決定するため、低入札価格審査委員会（以下「審査委員会」という）

を設置する。 

① 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

② 委員長、副委員長及び委員は、山梨市工事請負等入札者指名選考委員会要綱に基づ

き選定された委員と対象工事の所管課長をもって構成するものとする。 

③ 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

④ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

⑤ 審査委員会は、必要があると認めた場合は、関係職員の出席を求め、その意見

を聞くことができる。 

⑥ 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類

の回付をもってこれに代えることができる。 

⑦ 審査委員会の庶務は、管財課において処理する。 

（２） 審査委員会は契約担当者から意見を求められたときは、審査を行い、意見を述べる

ものとする。  

 

第１２ 低入札価格審査委員会の意見に基づく落札者の決定等  

（１） 契約担当者は、低入札価格審査委員会の意見に基づき、最低価格入札者または最高

評価値者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行が確保できないおそれが

あると認めたときは、最低価格入札者または最高評価値者を落札者とせずに、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し

込みをした者または最も評価値の高い者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定

する。  

この場合、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第７以降と同

様の手続きによって行うものとする。  

（２） 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落
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札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするととも

に、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。  

 

第１３ 会計管理者及び監査委員事務局への書面の提出  

契約担当者は、次順位者を落札者としたときは、調査の結果及び自己の意見を記載した

書面並びに低入札価格審査委員会の意見を記載した書面の写しを添付し、会計管理者及

び監査委員事務局長に提出するものとする。  

 

第１４ 監督体制の強化等  

対象工事の落札者が低入札調査基準価格を下回った入札を行った者である場合は、当

該工事の施工を監理する所属の長は次の措置をとるものとする。  

① 施工体制台帳のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が低入

札価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。  

② 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が低

入札価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。  

③ 監督職員は当該工事に係る監督業務において、段階確認、施工の検査等を実施する

にあたっては、立ち会いすることを原則とし、かつ入念に行うこととする。また、あ

らかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施さ

れているかどうかを確認する。 

④ 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると

認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行う。 

 

第１５ 調査基準価格を下回る入札を行った者との契約に係る措置  

落札者と決定された低入札調査基準価格を下回った入札を行った者と契約を締結しよ

うとする場合は、落札者に対し次に掲げる事項を義務付けるものとする。  

① 施工体制台帳及び施工体系図を作成し現場に備え置くとともに、発注者に提出す

ること。  

② 次のとおり、技術者の配置を行うこととし、技術者の配置ができないときは、失格

とする。  

請負金額に拘わらず、技術者を新たに１名増員し、主任技術者または監理技術者と

併せ２名専任で配置すること。ただし、いずれの技術者も現場代理人との兼務を認め

る。  

なお、平成２８年５月３０日付け梨管財４第５－６号管財課長通知「建設工事の技

術者の専任等に係る取扱いについて」は、適用できない。  

また、工場製作を含む工事の工場製作期間については、専任及び増員配置は要しな

いものとする。  
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附 則  

この要領は、平成２３年４月１日から適用する。  

 

附 則 

この要領は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年５月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２８年６月３日付け梨管財４第６－１号） 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２８年７月１日から施行し、同日以降に入札公告を行うものから適用

する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月３日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成３１年４月４日から施行する。 

 

   附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 


